
平成２７年度随意契約情報（役務費）健康医療部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名
グループ
名

契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額(円） 適用条項 随意契約理由

1 保健医療 健康づくり
疾病対策
グループ

・大阪府国民健康保険団体連
合会
・社会保険診療報酬支払基金
大阪支部

特定医療費（指定難病）支
給、特定疾患医療費援助及び
先天性血液凝固因子障害等
医療費援助事業に係る診療
報酬等の審査支払事務手数
料

20150401 20160331 130,375,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（特定医療費（指定難病）支給
事業実施に伴う審査業務）が特定
の者（大阪府国民健康保険団体連
合会などの審査機関）でなければ
実施することができないものである
ため

2 健康総合Ｃ
健康総合
Ｃ

医療審査
課

大阪府国民健康保険団体連
合会

平成２７年度障害者総合支援
法に基づく自立支援（精神通
院）医療にかかる診療報酬支
払手数料等

20150401 20160331 62,982,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（自立支援（精神通院）医療に
かかる診療報酬支払）が特定の者
（大阪府国民健康保険団体連合
会）でなければ実施することができ
ないものであるため

3 健康総合Ｃ
健康総合
Ｃ

医療審査
課

社会保険診療報酬支払基金
大阪支部

平成２７年度障害者総合支援
法に基づく自立支援（精神通
院）医療にかかる診療報酬支
払手数料等

20150401 20160331 62,624,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（自立支援（精神通院）医療に
かかる診療報酬支払）が特定の者
（社会保険診療報酬支払基金大阪
支部）でなければ実施することがで
きないものであるため

4 保健医療 地域保健
母子グ
ループ

社会保険診療報酬支払基金
大阪支部

大阪府母子医療給付事業実
施に伴う医療費審査及び支払
事務

20150401 20160331 3,030,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

本業務が特定の者（社会保険診療
報酬支払基金）でなければ実施で
きないため

5 健康総合Ｃ
健康総合
Ｃ

医療審査
課

社会保険診療報酬支払基金

平成２７年度障害者総合支援
法に基づく自立支援（精神通
院）医療にかかる診療報酬支
払手数料等

20150401 20160331 2,560,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（自立支援（精神通院）医療に
かかる診療報酬支払）が特定の者
（社会保険診療報酬支払基金大阪
支部）でなければ実施することがで
きないもの

6 保健医療 健康づくり
疾病対策
グループ

大阪府国民健康保険団体連
合会

肝炎治療特別促進事業実施
に伴う公費負担審査事務手数
料

20150401 20160331 2,207,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（肝炎治療特別促進事業実施
に伴う公費負担審査業務）が特定
の者（大阪府国民健康保険団体連
合会などの審査機関）でなければ
実施することができないものである
ため

7 保健医療 健康づくり
疾病対策
グループ

社会保険診療報酬支払基金
大阪支部

肝炎治療特別促進事業実施
に伴う公費負担審査事務手数
料

20150401 20160331 2,112,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（肝炎治療特別促進事業実施
に伴う公費負担審査業務）が特定
の者（社会保険診療報酬支払基金
などの審査機関）でなければ実施
することができないものであるため

8 健康総合Ｃ
健康総合
Ｃ

医療審査
課

大阪府国民健康保険団体連
合会

平成２７年度障害者総合支援
法に基づく自立支援（精神通
院）医療にかかる診療報酬支
払手数料等

20150401 20160331 1,842,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（自立支援（精神通院）医療に
かかる診療報酬支払）が特定の者
（大阪府国民健康保険団体連合
会）でなければ実施することができ
ないもの
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9 保健医療 地域保健
保健所・援
護グルー
プ

大阪府国民健康保険団体連
合会

平成２７年度被爆者介護保険
利用助成事業の実施に伴う公
費負担の審査及び支払事務

20150401 20160331 1,191,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

業務（被爆者介護保険利用助成事
業の実施に伴う公費負担の審査
及び支払事務）が特定の者（大阪
府国民健康保険団体連合会）でな
ければ実施することができないも
のであるため

10 保健医療 地域保健
母子グ
ループ

大阪府国民健康保険団体連
合会

大阪府母子医療給付事業実
施に伴う医療費審査及び支払
事務

20150401 20160331 1,173,000
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

本業務が特定の者（大阪府国民健
康保険団体連合会）でなければ実
施できないため

11 食の安全 食の安全
流通監視
グループ

株式会社　島津理化　大阪支
店

大阪府松原食肉衛生検査所
の廃止に伴う理化学機器等移
転業務

20151201 20151228 4,935,600
地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６号

請負可能業者が限られており、競
争入札によって得られる価格上の
利益が入札に要する経費と比較し
て得失相償わないと認められるた
め

Ｈ２７．４～５月 １０件 円

Ｈ２７．１０～１１月 1件 4,935,600 円

合計 １１件 円

健康医療部（役務費） 270,096,000

275,031,600


